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全国老人保健施設連盟規約 
 

平成 13 年 2 月 7 日 制  定 
平成 15 年 3 月 27 日 一部改正 
平成 26 年 11 月 14 日 一部改正 
平成 29 年 8 月 1 日 一部改正 

 
 

第 1 章  名称及び事務所 
（名称） 
第１条 本連盟は、全国老人保健施設連盟と称する。 
 
（事務所） 
第２条 本連盟の事務所は、東京都に置く。 

 
 

第 2 章  目的及び事業 
（目的） 
第３条 本連盟は、「公益社団法人全国老人保健施設協会」の目的を達成するために

必要な政治活動を行う。 
２ 「多職種協働による地域ケア」という観点から、地域活動の促進を図るため、

連盟支部の設立を促進する。 
 
（事業） 
第４条 本連盟は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。 

（１）介護保健福祉医療対策推進のための政治活動 
（２）調査研究並びに情報資料の収集、提供 
（３）介護保健福祉医療対策に関する啓発活動 
（４）関係団体との連携 
（５）政策研究会の開催 
（６）その他目的達成に必要な事業 

 
 

第 3 章  会員 
（会員） 
第５条 本連盟の会員は、公益社団法人全国老人保健施設協会（以下「全老健」とい

う。）の会員もしくは、全老健会員施設職員及び関係者であって、本連盟の

目的に賛同する者とする。 
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２ 会員は、次の３種とする。 
（１）Ｐ会員：介護老人保健施設の開設者、管理者又はこれに準ずる者 
（２）Ａ会員：介護老人保健施設において管理職にある者等で、別に定める

要件を満たす者 
（３）Ｂ会員：全老健会員施設職員及び関係者 

３ 会員の入会は、常任執行委員会でその可否を決定し、委員長が本人に通知す

る。 
 
（会費） 
第６条 会員は、別に定められた会費を納入しなければならない。 
 
（臨時会費及び拠出金） 
第７条 委員長は、緊急やむを得ない事情があると認めたときは、臨時会費あるいは

拠出金を徴収することができる。 
 
（戒告及び除名） 
第８条 会員で、本連盟の名誉を毀損し、または目的達成に違反するような行動があ

ったときは、委員長は執行委員会の議を経て戒告または除名することができ

る。なお、本人には弁明の機会が与えられる。 
 
 

第 4 章  役員 
（役員の種類） 
第９条 本連盟に次の役員を置く。 

（１）委員長          １名 
（２）副委員長        若干名 
（３）常任執行委員      若干名 
（４）執行委員      ４７名以内 
（５）会計責任者        １名 
（６）会計責任者の職務代行者  １名 
（７）監事                      ２名 

２ 前項第２号から第７号までの役員は、委員長が委嘱する。 
 
（役員の選出） 
第１０条 委員長は、全老健会長をもってこれにあてる。ただし、全老健会長がこれ

にあたらない場合には、全老健会長が P 会員の中からこれを指名する。 
２ 副委員長及び常任執行委員は、Ｐ会員の中から若干名を委員長が委嘱する。 
３ 執行委員は、委員長がＰ会員の中から都道府県ごとに１名委嘱する。 
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４ 役員の充足については、委員長が特に必要と認めた場合、執行委員会の承

認を得て、委員長が委嘱する。 
５ 会計責任者・会計責任者の職務代行者は、委員長が会員の中から委嘱する。 
６ 監事は、委員長が会員の中から委嘱する。 

 
（役員の職務） 
第１１条 委員長は、本連盟を代表し、会務を統括する。 

２ 副委員長は、委員長を補佐して会務を掌理し、委員長に事故あるときは委

員長があらかじめ定めた順位によりその職務を代理する。 
３ 本連盟の運営は、常任執行委員会により行う。常任執行委員会の構成は、

委員長、副委員長、常任執行委員及び会計責任者とする。 
４ 会計責任者は、本連盟の会計を掌理する。 
５ 会計責任者の職務代行者は、会計責任者を補佐して本連盟の会計を掌理し、

会計責任者に事故あるときは、その職務を代理する。 
６ 監事は、財産の状況及び業務の執行状況を監査する。 

 
（役員の任期及び解任） 
第１２条 役員の任期は、全老健の役員任期と同じとし、再任を妨げない。 

２ 役員に欠損が生じ、業務に支障あると認められた場合は、執行委員会の承

認を得て、委員長が補欠の役員を委嘱する。補欠により就任した役員の任

期は前任者の残任期間とする。 
３ 役員は、任期満了後といえども、後任者が就任するまではその職務を行う。 
４ 役員が本連盟の名誉を毀損し、又は目的、趣旨に反するような行動があっ

たときは、委員長は執行委員会の議決を経て、その役員を解任することが

できる。 
 
 

第 5 章  名誉委員長、顧問、相談役及び参与 
（委嘱、職務、任期） 
第１３条 本連盟に名誉委員長、顧問、相談役及び参与を置くことができる。 

２ 名誉委員長、顧問、相談役及び参与は、執行委員会の承認を経て、委員長

が委嘱する。 
３ 名誉委員長、顧問及び相談役は、委員長の諮問に応ずる。 
４ 顧問、相談役及び参与は、会議に出席し、意見を述べることができる。 
５ 顧問、相談役及び参与の任期は、役員の任期と同じとする。 
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第 6 章  会議 
（種類および開催時期） 
第１４条 本連盟の会議は、常任執行委員会、執行委員会及び大会とする。 

２ 会議は、委員長が必要に応じて招集する。 
３ 常任執行委員会、執行委員会は、構成員の 2 分の 1 以上の出席をもって成

立する。 
４ 常任執行委員会、執行委員会は、委員長がその議長となる。 
５ 大会は、P 会員をもって構成し、大会の議長、副議長は大会の都度、委員

長の推薦等の方法により大会出席者の中から互選する。 
 
（会議の議決） 
第１５条 会議の議決は、出席した者の過半数の同意を以て決し、可否同数のときは

議長の決するところによる。 
 
（委任表決） 
第１６条 やむを得ない理由のため、常任執行委員会、執行委員会に出席できない役

員は、あらかじめ通知された事項について、委任して表決することができ

る。 
２ 前項の場合における第 14 条第 3 項及び第 15 条の適用については、その

役員は出席したものとみなす。 
 
（書面表決） 
第１７条 委員長は、簡易な事項又は緊急を要する事項については書面または口頭を

もって賛否を求め、会議に代えることができる。 
 
 

第 7 章  資産及び会計 
（資産の構成） 
第１８条 本連盟の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。 

（１）設立当初寄附された財産 
（２）設立後に寄附された財産 
（３）通常会費、臨時会費 
（４）賛助金、寄付金等 
（５）事業に伴う収入 
（６）その他の収入、動産及び不動産 

 
 
 



5 
 

（資産の管理） 
第１９条 本連盟の資産は、委員長が管理し、その管理方法は執行委員会の議決を経

て、委員長が定める。 
 
（予算及び決算） 
第２０条 本連盟の毎年度の歳入歳出の予算は、年度開始前に常任執行委員会の議決

を経て、執行委員会の承認を得るものとし、歳入歳出の決算は、事業年度

終了 3 ヶ月以内に、その年度末財産目録と共に、監事の監査を経て、執行

委員会の承認を求めるものとする。 
 
（会計年度） 
第２１条 本連盟の会計年度は、毎年 1 月 1 日から 12 月 31 日までとする。 
 
（細則） 
第２２条 この規約に定めるもののほか、本連盟の運営上必要な細則は、常任執行委

員会の議決を経て、委員長が別に定める。 
 
 

第 8 章 規約の変更及び解散 
（規約の変更） 
第２３条 この規約を変更する場合は、執行委員会の議決を経て、大会の承認を得て

変更する。 
 
（解散） 
第２４条 本連盟を解散する場合は、執行委員会の議決を経て、大会の承認を得て解

散する。 
 
 
附則 
１．本規約は、平成 13 年 2 月 7 日より施行する。 
２．本会成立時の会員は、設立準備会の発起人をもってこれにあてる。 
附則 
１．本規約は、平成 15 年 3 月 27 日より施行する。 
附則 
１．本規約は、平成 26 年 11 月 14 日より施行する。 
附則 
１．本規約は、平成 29 年 8 月 1 日より施行する。 

 


